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研究要旨 

都道府県や市町村に勤務する公衆衛生領域を中心に担当する自治体栄養士は、地域における

健康・栄養課題を適切に把握しながら、それらの解決や改善に求められる施策の立案、実施、

評価、改善が求められる。一方で配置数は少ないため、個の能力やスキルが、地域や組織にお

ける公衆栄養活動の質に対して、強く影響を及ぼすことになる。また、自治体栄養士に求めら

れる役割や時間の経過とともに発生･変化するさまざまな課題に対して最善の対応ができるよ

う、勤務年数や職位に応じ、常に十分な知識や技術を身につけておかなければならない。そこ

で、本研究では自治体栄養士を取り巻く状況を考慮しつつ、新たな育成プログラムの開発を目

的として次に示す分担研究を実施した。 

①現状を可能な限り詳細に把握することが求められる。そこで、自治体ごとで、行政栄養士の

配置状況、人材育成の体制、その他人材育成に関わる意見や要望等について調査・整理した。 

②新たな育成プログラムの開発するために、薬剤師と歯科衛生士に関してキャリアラダー等に

基づく人材育成プログラムに関する文献や各種資料のレビューを実施し、情報の整理を行っ

た。 

③養成プログラムの開発にあたって、保健師および看護師のキャリアラダー等に基づく人材育

成プログラムに関する文献や各種資料のレビューを実施し、その現状を整理した。 

④プログラムの開発にあたり、同じく自治体で勤務する技術専門職である保健師における統括

保健師制度について把握することを目的に、制度の背景やしくみ、現行の課題について文献

検討により整理と考察を行った。 

⑤育成プログラムの開発に資するため、都道府県、保健所設置市、特別区に勤務する行政栄養

士を対象に人材育成に関する実態や個別のニーズを収集した。 

⑥市町村の行政栄養士の人材育成についての実態やニーズはこれまで必ずしも明らかにはされ

ていない。そこで、市町村に勤務する行政栄養士を対象に、自治体ごとの人材育成に関する

実態や個別のニーズを収集した。 

一連の調査・検討により、自治体栄養士における養成プログラムの現状、都道府県、保健所

設置市、市町村、特別区勤務する行政栄養士の考え方や要望、関連他職種における人材育成プ

ログラムの現状が明らかとなった。 
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Ａ．研究目的 

都道府県や市町村に勤務する公衆衛生領

域を中心に担当する自治体栄養士は、地域に

おける健康・栄養課題を適切に把握しながら、

それらの解決や改善に求められる施策の立

案、実施、評価、改善が求められる。ただし、

勤務する組織の違いによって対応すべき役

割も異なることから、平成 25 年 3 月に厚生

労働省が発した通知「行政栄養士による健康

づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針に

ついて」の別紙には、都道府県、保健所設置

市及び特別区、市町村に区分した基本的な考
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え方とその具体的な内容が示されている。  

一方、自治体栄養士の配置数は少なく、特

定の地域や組織においては、いわゆる「ひと

り職種」であることも多々認められる。この

ため、個の能力やスキルが、地域や組織にお

ける公衆栄養活動の質に対して、数年から数

十年にも渡り強く影響を及ぼすことになる。

したがって、自治体栄養士は、求められる役

割や時間の経過とともに発生･変化するさま

ざまな課題に対して最善の対応ができるよ

う、勤務年数や職位に応じ、常に十分な知識

や技術を身につけておかなければならない。

そこで、本研究では自治体栄養士を取り巻く

状況を考慮しつつ、新たな育成プログラムの

開発を行うことを目的とした。 

 1 年目には、主な保健関連職種のキャリア

ラダー等に基づく人材育成プログラムに関

する文献や各種資料のレビュー、現在行われ

ている自治体栄養士向けの研修プログラム

等に関する情報の整理を行う。また、平行し

て自治体栄養士自身や関係職種等より、10 年

後の自治体栄養士のあるべき姿、自治体栄養

士の育成に関する現状の問題点やそれらを

改善するために求められる対応、関連組織の

あり方等についても意見を集約する。 

 このうえで、2 年目には、実態や課題に応

じ、公衆衛生領域を中心とした自治体栄養士

のキャリアラダーモデルとそれに基づく新

たな人材育成プログラムの素案を作成する。

この際、具体的なプログラムの内容やその実

現性について関係者間での意見交換や調整

を行うとともに、病院等へ異動可能性も考慮

する。また、必要な場合は一部プログラムの

試行も視野に入れる。 

 3 年目には、プログラムの実施に必要な教

材等の開発、作成、調整等を行い、本研究と

しての完成形を整える。 

 現任の自治体栄養士が考える 10 年後に目

指す姿を達成するため、必要な知識やスキル

を獲得できる内容とすることを基本的な立

ち位置とする。 

 

Ｂ．研究成果の概要 

１．都道府県・保健所設置市・特別区の主管

部局を対象として実施した行政栄養士人材

育成に関する実態調査（組織調査） 

都道府県・保健所設置市・特別区の主管

部局の栄養士を対象に、自治体（組織）と

しての行政栄養士人材育成に関する実態調

査（悉皆調査）を実施した。調査時点で全

155自治体中、115自治体から回答が得られ

た（回収率74.2%）。 

人材育成のためのマニュアルやガイドライ

ンを策定済みもしくは、策定に向け作業中

の自治体は41自治体であった。このうち、

マニュアルを活用・運用するための体制整

備もできているのは27自治体であった。ま

た、マニュアルの内容については、厚生労

働省が示す「行政栄養士業務指針」に沿っ

ていると回答したのは35自治体であった。 

人材育成に関する研修会を実施しているの

は61自治体、また、派遣研修を定期的もし

くは不定期に実施しているのは88自治体で

あった。自治体の種類や特徴、対人業務の

有無、異動分野の違い等により、研修内容

や研修機関に特徴が認められる。 

大学院進学支援制度が整った自治体は34自

治体、昇任のための試験制度が設けられて

いる自治体は35自治体、厚生労働省や他自

治体との人事交流制度は32自治体に認めら

れた。 

 

２．薬剤師・歯科衛生士・自治体栄養士のキ

ャリアラダー等に基づく人材育成プログラ

ムに関する文献や各種資料のレビュー 

薬剤師と歯科衛生士のキャリアラダー等

に基づく人材育成プログラムに関する文献

や各種資料のレビューを行った。また、現在

行われている自治体栄養士向けの研修プロ

グラム等に関する情報の整理を行った。 

 論文の検索には、医学中央雑誌、メディカ

ルオンライン、J-Stage、Google Scholar、NII

論文情報ナビゲータのデータベースを用い

た。薬剤師では「薬剤師」と「ラダー」、歯科

衛生士では、「歯科衛生士」と「ラダー」、自

治体栄養士では、「栄養士」と「ラダー」を検

索語に用いた。いずれも、該当する論文は見

当たらなかった。そこで、関連する団体、自

治体のホームページを確認した。 

 日本薬剤師会は薬剤師会生涯学習支援シ

ステムを、日本薬剤師研修センターは、研修

認定薬剤師制度を実施していた。日本歯科衛

生士会は生涯研修制度と認定歯科衛生士制

度を設けていた。またホームページ上で確認

できた、現在行われている自治体栄養士向け

の研修プログラムは 6 自治体（5 県、1 市）

であった。自治体栄養士向けの研修プログラ

ムはいずれも、勤務年数に応じた能力やプロ

グラムの具体例が示されていた。 

 今後は、勤務する組織区分だけでなく、地

域の現状に応じた人材育成プログラムを検

討する必要があると思われると考察された。 
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３．保健師・看護師のキャリアラダー等に基

づく人材育成プログラムに関する文献や各

種資料のレビュー 

  保健師・看護師のキャリアラダー等に基

づく人材育成プログラムに関する文献や各

種資料をレビューした。レビューは、データ

ベース検索とハンドサーチを実施した。デー

タベース検索は、主に Google Scholar を用

い、保健師・看護師のラダーを検索した。ハ

ンドサーチは、公益社団法人日本看護協会の

ウェブサイトで内容を探索した。保健師のラ

ダーは、学術論文以外を検索しても 3 件のみ

で、単一市のキャリアラダーに関する連載、

「自治体保健師の標準的なキャリアラダー」

の作成に関する講演、「自治体保健師の標準

的なキャリアラダー」を用いて関連要因を検

討した原著の文献があった。看護師のラダー

は、学術論文以外を含めて14件認められた。

保健師のラダーの検索結果とは異なり、看護

師は全国レベルのラダーだけではなく、病院

や地域レベルでのラダー開発も行われてい

た。保健師・看護師ともに、ラダーに基づく

人材育成プログラムの文献は見当たらなか

った。ハンドサーチでは、保健師・看護師向

けのキャリアラダーや人材育成プログラム

の内容が確認できた。自治体栄養士に求めら

れるキャリアが保健師に近い場合、自治体栄

養士養成プログラムの作成計画にあたり「自

治体保健師の標準的なキャリアラダー」を参

考にする他、基準関連妥当性として活用する

こともできる。また、臨床看護師では、ラダ

ーの意義を感じている者ほど自己教育力が

高かったことから、自治体栄養士養成プログ

ラムでもラダーの意義を説明していくこと

が望ましい。 

 

４．統括保健師制度の文献的な整理と考察 

自治体で勤務する技術専門職である保

健師の統括保健師制度について把握するこ

とを目的に、制度の背景やしくみや現行の課

題について文献検討により整理と考察を行

った。 

統括保健師は 2013（平成 25）年に厚生労働

省局長通知「地域における保健師の保健活動

について」において保健活動を組織的横断的

に総合調整及び推進することを目的にその

必要性が明記された。2020（令和 2）年度の

調査では統括保健師を配置していた都道府

県は 100％、保健所設置市は 77.6%、特別区は

60.9％、市町村（保健所設置市、特別区を除

く）は 48.3％であった。 

日本看護協会では、2016（平成 28）年度に

「市町村統括保健師人材育成プログラム」を

開発した。また、平成 29〜30 年度には日本公

衆衛生協会地域保健総合推進事業により統

括保健師を対象とした「効率的・効果的な保

健活動に関する留意点」が作成され、その目

指すべき姿の明確化や人材教育体制は構築

されつつある。また、自治体の統括保健師が

果たしている役割は「組織内の全保健師の人

材育成に係る総括」が最も多く、統括保健師

の配置がある自治体では配置のない自治体

と比較し人材育成体制が整っている傾向が

認められた。一方で課題としては、現場での

統括保健師配置の意義や認識の不統一が報

告された。 

統括保健師の配置は人材育成体制整備の

ために有用であるが、各自治体の現状にあっ

た統括保健師の役割や位置付けを検討し、職

場内外でのコンセンサスを得ることが、効果

的な運用のために必要であることが示唆さ

れた。 

 

５．都道府県、保健所設置市、特別区に勤務

する行政栄養士を対象とした調査 

公衆衛生領域を中心に勤務する自治体栄

養士のための効果的な育成プログラム開発

に資するため、都道府県、保健所設置市、特

別区に勤務する行政栄養士を対象に人材育

成に関する実態や個別のニーズを収集した。

調査は令和 3 年 1 月～3 月にインターネット

調査により実施し、775 名より回答を得た（推

定回収率 65.0%）。自身の将来について、昇任

して施策の展開や組織定員の増加を目指し

たいという積極的な意見が上位にあがる一

方で、「自身に昇任するだけの学力や能力は

備わっていないと思う」、「育児や介護を優先

したいので、無理に昇任したくない」という

意見も上位に上がった。自身の将来の方向性

は、「栄養のスペシャリストとして、昇任して

業務を行いたい」が最も回答が多く、地域住

民の健康づくりを担うという行政栄養士本

来の業務を継続して担うことを目指してい

る行政栄養士が多く存在すると推察できる。

行政栄養士一人ひとりにおいて、目指す方向

性は分かれるという現状に即した育成プロ

グラムの開発の必要性があると考える。 

 

６．市町村(保健所設置市を除く)に勤務する

行政栄養士を対象とした調査 －個別に対

する悉皆調査－ 
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市町村の行政栄養士の人材育成に関する

実態やニーズ等を把握することを目的とし

た。2021 年 1～3 月に保健所設置市を除く市

町村の行政栄養士を対象に、職能団体（日本

栄養士会）の入会状況、関連学術団体の入会

状況、自身の将来のために必要なスキルアッ

プに関する設問を含むアンケートをウェブ

上で実施した。1,031 名から回答を得た。約

4 分の 3 の回答者が職能団体に加入していた

が、関連学術団体に入会している者はほとん

どいなかった。自身の将来性の方向は、「栄養

のスペシャリストとして、今後も業務を続け

たい」と回答する者が最も多く、自身の将来

にとってスキルアップしておかなければな

らなければならないことは、「専門能力」と回

答した者が多かった。スキルアップのために

希望する外部機関や取組みでは、職能団体を

揚げる割合が高いことから、職能団体と連携

した研修会の開催が望まれているのかもし

れない。 

 

Ｃ．結論 

本年度は、自治体栄養士のための新たな育

成プログラムを開発する前段階と位置づけ、

一連の調査・検討により、養成プログラムや

研修体制の現状と課題、都道府県、保健所設

置市、市町村、特別区勤務する行政栄養士個

人の考え方や要望、関連他職種における人材

育成プログラムの現状が明らかとなった。 

また、自治体により、行政栄養士の採用人

数（定員）、採用条件、昇任基準、昇任試験制

度の有無、支援体制の違いなど、育成に関連

する諸条件の違いについても、それらの概要

を把握することができた。 

ただし、都道府県、保健所設置市、特別区

の衛生主幹部局および保健所、市町村関係機

関・施設等、ならびにこれらで勤務する行政

栄養士においては、新型コロナウイルス感染

症対策の影響を受け、これまでに経験したこ

とがない多忙を極めている。一連の調査を実

施した期間においても、緊急事態宣言が発出

されていた地域があったなど、本調査への回

答ができなかった組織や行政栄養士個人が

相当数存在していたものと考えられる。この

ような状況から、必ずしも、高い回収率とは

判断し難いため、結果の解釈は、これらの状

況を考慮しつつ、慎重に行う必要がある。 

次年度においては、現状を踏まえ、自治体

栄養士の資質向上に必要なスキルやニーズ、

自治体栄養士自身が希望する方向性なども

加味しつつ、さまざまな団体・機関等との連

携・分担も視野に入れた具体的な人材育成プ

ログラムの開発に着手する。 

 

Ｄ．健康危険情報  

本研究において健康危険情報に該当する

ものはなかった。 

 

Ｅ．研究発表 

１．論文発表 

 なし 

２．学会発表 

 なし 

 

Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 

該当なし 

 

 

 

 

 

 


